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毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）
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律第 号）第 条第

項 書 規定

別表（第 条関係）

職員 任免 発令

形式

第 一般職 職員（臨時

的任用職員 除 。）

場合

～ 略

専従許可（地方公務

員法第 条 第 項

書又 地方公営

企業労働関係法（昭和

年法律第 号）第

条第 項 書

規定 在籍専従
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◇ 職員 任免発令規程 一部 改正 訓令（ ）（職員課）………………………………………

佐治川 操作規則 廃止 訓令（ ）（河川課）………………………………………………

百谷 操作規則 廃止 訓令（ ）（〃）………………………………………………………

◇ 教育職員 免許状 関 規則 一部 改正 規則（ ）（小中学校課）……………………

職員 任免発令規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

職員 任免発令規程 一部 改正 訓令

職員 任免発令規程（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

訓 令

教委規則

鳥取県訓令第 号

の の を する

ダム を する

ダム を する

の に する の を する

の の を する を のように める

の の を する

の の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

１ １

２ ２

３ ３

１ ３

３ ９

１

１

16

39

目 次

訓 令



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 212 ３ ９
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在籍専従 許可

場合）

地方公務員法第 条

第 項 書

（地方公営企業等 労

働関係 関 法律第

条第 項 書）

規定 …年…月

…日 在籍専従 許

可 在籍専

従制度 趣旨 違反

等違法 行為

場合等 許可

取 消

専従休職（地方公務

員法第 条 第 項

又 地方公営企業等

労働関係 関 法律

第 条第 項 規定

専従休職 命

場合）

地方公務員法第 条

第 項（地方公営

企業等 労働関係 関

法律第 条第 項）

規定 …年…月

…日 休職 命

～ 略

第 ～第 略

許可 場合）
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（地方公営企業労働関

係法第 条第 項

書） 規定 …
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場合等
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専従休職（地方公務

員法第 条 第 項

又 地方公営企業労働

関係法第 条第 項

規定 専従休職

命 場合）

地方公務員法第 条

第 項（地方公営

企業労働関係法第 条

第 項） 規定

…年…月…日 休職

命

～ 略

第 ～第 略

55

19

55

55

20 46

55

19

55

55

20 46

２ １

６ １

２ ５

６ ５

２ ５

６ ５

２ ４

２ １

６ １

２ ５

６ ５

２ ５

６

５

２ ４

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

佐治川 操作規則 廃止 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

佐治川 操作規則 廃止 訓令

佐治川 操作規則（昭和 年鳥取県訓令第 号） 、廃止 。

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。
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改 正 後 改 正 前

様式第 号（第 条、第 条、第 条関係）

略

備考

略

実務証明責任者 証明 、市町村立 学校

勤務 者 当該市町村教育委員会教

育長、大学附置 学校教育法第 条第 項 規

定 国立学校又 公立学校 勤務 者

当該大学 学長、同項 規定 私立学校

勤務 者 当該私立学校 設置

学校法人 理事長 行 、鳥取県立 学校

勤務 者及 現在勤務 者

必要 。

略

様式第 号（第 条、第 条、第 条関係）

略

備考

略

実務証明責任者 証明 、市町村立 学校

勤務 者 当該市町村教育委員会教

育長、大学附置 国立又 公立 学校 勤務

者 当該大学 学長、大学附置 学

校以外 国立学校 勤務 者 文部

科学大臣、私立学校 勤務 者 当

該私立学校 設置 学校法人 理事長 行 、

鳥取県立 学校 勤務 者及 現在勤務

者 必要 。

略
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鳥取県訓令第 号

鳥取県教育委員会規則第 号

３

１

百谷 操作規則 廃止 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

百谷 操作規則 廃止 訓令

百谷 操作規則（昭和 年鳥取県訓令第 号） 、廃止 。

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

教育職員 免許状 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 中 村 辰 夫

教育職員 免許状 関 規則 一部 改正 規則

教育職員 免許状 関 規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。

ダム を する を のように める

ダム を する

ダム は する

この は から する

の に する の を する をここに する

の に する の を する

の に する の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を り に する が

しない には を える

16

50

16

16

43

３ ９

３

３ ９

３ ９

８

教 育 委 員 会 規 則



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 214 ３ ９

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡
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附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。この は から する16 ４ １


